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平成３０年度審査請求（教育委員会）第１号

裁 決 書

審査請求人 住所 ○○○

氏名 ○○○ 様

処分庁 野田市教育委員会

審査請求人が平成３０年１１月２１日に提起した処分庁による平成３０年度

第２回理事会議事録送付の件（平成３０年１０月３１日付け）に係る行政文書

部分開示決定処分に係る審査請求について、次のとおり裁決する。

主 文

本件審査請求を却下する。

事案の概要

１ 処分庁は、平成３０年１１月１６日、行政文書部分開示決定処分（野教社

第４３５号。以下「本件処分」という。）を行い、同日付けの行政文書部分

開示決定通知書を同月１９日に審査請求人に交付した。

２ 審査請求人は、平成３０年１１月２１日、野田市教育委員会に対し、本件

処分について審査請求をした。

審査請求人の主張の要旨

①請求人は、行政文書開示請求書の「開示を請求する行政文書の件名又は具体

的内容」欄に『請求者が平成３０年７月３１日付けで行政手続法及び同条例

に基づき教育委員会にした「申出」に関して以下の内容が記載された行政文

書。１．調査内容 ２．調査結果』と記載し、更に「請求の目的」欄に『行

政手続法及び同条例に基づく申出に対する「調査」の実施状況の調査』と記

載して当該請求を行った（以下、「本件開示請求」という）。

②平成３０年１１月１９日、情報公開コーナーで当該処分書と当該開示文書の

写しの交付を受け帰宅後精査したところ、当該処分で部分開示決定された当
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該開示文書は、野田市郷土博物館・市民会館指定管理者野田文化広場（以下、

「文化広場」という）の平成３０年度第２回理事会議事録とそれを教育委員

会教育長に送付するための鏡文書であった（以下、「本件開示文書」という

）。

③請求人は、「平成２９年８月２６日付けで文化広場理事会がした請求人に対

する差別決定」と「平成３０年７月４日付けで野田市郷土博物館館長が請求

人に対する虚偽の理由通知」の２件（以下、「本件処分を求める根拠」とい

う）を根拠に文化広場に対する行政処分を求め、平成３０年７月３１日付け

で行政手続法及び同条例に基づく「申出書」を教育委員会に提出していた（

以下、「本件申出」という）。

④請求人は、請求書に①項に示したとおり、請求対象文書の内容と請求理由を

記載しているから、「本件開示請求」が「本件処分を求める根拠」に関して

の事実確認など行政手続法及び同条例に規定される「調査」における「調査

委内容」及び「調査結果」が記載された行政文書を求めていることは明らか

であるところ、「本件開示文書」はそれに該当するものでは無かった。

理 由

本件処分については、平成３０年１２月５日付け野教社第４３５号の２の行

政文書部分開示決定取消し及び行政文書部分開示決定通知書により取り消した

上で、同通知書により、審査請求人からの行政文書開示請求に対し、なぜその

行政文書を対象行政文書として特定したのかについての記載を備考欄に加えた

上で、再度の行政文書部分開示決定をしている。

したがって、審査請求人が本件審査請求により求める利益は既に存在しない

と言えるため、本件審査請求は不適法であることから、行政不服審査法（平成

２６年法律第６８号）第４５条第１項の規定により、主文のとおり裁決する。

平成３０年１２月５日

野田市教育委員会
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教示

１ この裁決については、この裁決があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、市を被告として（訴訟において市を代表する者は教育

委員会となります。）、裁決の取消しの訴えを提起することができます。

ただし、この裁決の取消しの訴えにおいては、不服申立ての対象とした処

分が違法であることを理由として、裁決の取消しを求めることはできませ

ん。処分の違法を理由とする場合は、この裁決があったことを知った日の

翌日から起算して６か月以内に、市を被告として（訴訟において市を代表

する者は教育委員会となります。）、処分の取消しの訴えを提起すること

ができます。

２ ただし、上記の期間が経過する前に、この裁決があった日の翌日から起

算して１年を経過した場合は、裁決の取消しの訴えや処分の取消しの訴え

を提起することはできなくなります。なお、正当な理由があるときは、上

記の期間やこの裁決があった日の翌日から起算して１年を経過した後であ

っても裁決の取消しの訴えや処分の取消しの訴えを提起することが認めら

れる場合があります。



